
 

一 

 
 

 

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

種
苗
法
及
び
農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

（
種
苗
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

〔
略
〕 

 
 

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
有
機
農
業
に
お
け
る
生
産

の
方
法
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条
の

次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

   
 

（
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
の
特
例
） 

 

第
二
十
一
条
の
二 

品
種
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
種
登
録
に
係
る
育
成
者
権
の
適
切
な
行
使

を
確
保
す
る
た
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
種
登

録
出
願
と
同
時
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

一 

出
願
品
種
の
保
護
が
図
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
国
へ
の
当
該
出
願

品
種
の
種
苗
の
流
出
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

 

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

  

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

〔
略
〕 

 

第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
各
号
」

を
「
前
項
各
号
」
に
、「
に
よ
り
登
録
品
種
等
」
を
「
に
よ
り
登
録
品
種
、
登
録

品
種
と
特
性
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
及
び
登
録
品
種
に
係
る
前
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
品
種
（
以
下
「
登
録
品
種
等
」
と
総
称
す
る
。
）
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
の
特
例
） 

第
二
十
一
条
の
二 

品
種
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
種
登
録
に
係
る
育
成
者
権
の
適
切
な
行
使
を
確

保
す
る
た
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
種
登
録
出
願

と
同
時
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

一 

出
願
品
種
の
保
護
が
図
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
国
へ
の
当
該
出
願
品

種
の
種
苗
の
流
出
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
事
項 



  

二 

 
 

 

イ 

出
願
者
が
当
該
出
願
品
種
の
保
護
が
図
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
な
い

国
と
し
て
指
定
す
る
国
（
前
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
を

除
く
。
以
下
「
指
定
国
」
と
い
う
。
） 

 
 

 

ロ 

前
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
以
外
の
国
で
あ
っ
て
指
定

国
以
外
の
国
に
対
し
種
苗
を
輸
出
す
る
行
為
及
び
当
該
国
に
対
し
最

終
消
費
以
外
の
目
的
を
も
っ
て
収
穫
物
を
輸
出
す
る
行
為
を
制
限
す

る
旨 

 
 

二 

〔
略
〕 

 

２
～
６ 

〔
略
〕 

 

７ 

農
林
水
産
大
臣
が
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
を
し
た
日
の
翌
日
以
後

は
、
前
条
第
四
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
成
者
権
の
効
力
は
、

当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
等
に
つ
い
て
の
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二

号
ロ
に
規
定
す
る
行
為
（
以
下
「
輸
出
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
に
は
及
ぶ

も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
三
・
第
二
十
一
条
の
四 

〔
略
〕 

 

〔
略
〕 

  

（
農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
四
号
を
削
る
。 

 
 

イ 

出
願
者
が
当
該
出
願
品
種
の
保
護
が
図
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
な
い
国

と
し
て
指
定
す
る
国
（
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
を
除
く
。

以
下
「
指
定
国
」
と
い
う
。
） 

 
 

ロ 

前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
以
外
の
国
で
あ
っ
て
指
定
国

以
外
の
国
に
対
し
種
苗
を
輸
出
す
る
行
為
及
び
当
該
国
に
対
し
最
終
消

費
以
外
の
目
的
を
も
っ
て
収
穫
物
を
輸
出
す
る
行
為
を
制
限
す
る
旨 

  

二 

〔
略
〕 

２
～
６ 

〔
略
〕 

７ 

農
林
水
産
大
臣
が
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
を
し
た
日
の
翌
日
以
後
は
、

前
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
成
者
権
の
効
力
は
、
当
該
公

示
に
係
る
登
録
品
種
等
に
つ
い
て
の
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
規

定
す
る
行
為
（
以
下
「
輸
出
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
に
は
及
ぶ
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
三
・
第
二
十
一
条
の
四 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

  



 

三 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
種
苗
法
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
五
十
七
条
」
を
「
第
五
十
七

条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
十
条
に
一
号
を
加
え
る
改

正
規
定
及
び
同
法
第
二
章
第
七
節
中
第
五
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定 

公
布
の

日 

 

〔
削
る
〕 

      

二 

第
一
条
中
種
苗
法
第
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
条
の
改
正
規
定
、

同
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第

十
五
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法

第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法

第
十
八
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十

五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
改

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
五
十
七
条
」
を
「
第
五
十
七
条
の
二
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
章
第

七
節
中
第
五
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
七

条
の
規
定 

公
布
の
日 

  

二 

第
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

の
改
正
規
定
、
第
二
十
一
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十

七
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
九
条
第

一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改

正
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定 

令
和
二
年
十
二
月

一
日 

 

三 

第
二
十
一
条
の
改
正
規
定 

令
和
四
年
四
月
一
日 

     



  

四 

正
規
定
、
同
法
第
四
十
七
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
七
十
四
条
の
改

正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定 

令
和
四
年

四
月
一
日 

  

（
品
種
登
録
管
理
人
の
品
種
登
録
出
願
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
種
苗
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）

第
十
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
新
法
第
五
条
第
一
項
（
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
あ
っ
て
は
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
種
苗
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
）
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
を
す
る
日
本
国
内
に
住
所
及

び
居
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
営
業
所
）
を
有
し
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
在
外
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
法
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
を
し
た
在
外
者
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
輸
出
等
の
行
為
に
係
る
制
限
の
届
出
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品

種
登
録
の
出
願
を
し
て
い
る
者
及
び
旧
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

品
種
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限

     

（
品
種
登
録
管
理
人
の
品
種
登
録
出
願
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
種
苗
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第

十
条
の
二
の
規
定
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第

二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種

登
録
の
出
願
を
す
る
日
本
国
内
に
住
所
及
び
居
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
営

業
所
）
を
有
し
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
在
外
者
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
適
用
し
、
第
二
号
施
行
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
種
苗
法

（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出

願
を
し
た
在
外
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

    
（
輸
出
等
の
行
為
に
係
る
制
限
の
届
出
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
を
し
て
い
る
者
及
び
旧
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
法
第
二
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
号
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六



 

五 

り
、
同
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
届
出
が
種
苗
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
旧
法
第

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
前
に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十
三
条
第

一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち
に
、
当
該
出
願
品
種
に
係
る
第
十
三
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係
る
事
項

を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第

十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に

係
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に

係
る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
公
示
と
併
せ
て
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
届
出
が
旧
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
に
さ
れ

た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
際
、
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係

る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係

る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
届
出
が
種
苗
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
新
法
第

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
前
に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二

十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十
三
条
第

一
項
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち
に
、
当
該
出
願
品
種
に
係
る
第
十
三
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係
る
事
項

を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
」
と
、
「
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第

十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に

係
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に

係
る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
公
示
と
併
せ
て
同
条
第
二
項
第
一
号
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
届
出
が
新
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
後
に
さ
れ

た
場
合
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
際
、
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係

る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係

る
変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
直
ち



  

六 

に
、
当
該
登
録
品
種
に
係
る
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
公
示
（
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
と
併
せ
て
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
」
と
す
る
。 

   

〔
削
る
〕 

      

（
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

新
法
第
六
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
四
及
び
第
四

十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
二
号
施
行
日
以
後
に
す
る
新
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
に
係
る
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料

に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
号
施
行
日
前
に
し
た
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
に
係
る
出
願
料
及
び
登
録
料
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

第
五
条
～
第
十
条 

〔
略
〕 

に
、
当
該
登
録
品
種
に
係
る
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
公
示
（
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
と
併
せ
て
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
」
と
す
る
。 

  

（
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
経

過
措
置
） 

第
四
条 

第
二
号
施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
中
「
前
条
第

二
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
と
、
同
条
第
七

項
中
「
前
条
第
二
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
本
文
」
と
す
る
。 

  

（
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

新
法
第
六
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
五
条
の
四
及
び
第
四

十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
す
る
新
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願

に
係
る
出
願
料
、
手
数
料
及
び
登
録
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し

た
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
の
出
願
に
係
る
出
願
料
及

び
登
録
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

第
六
条
～
第
十
一
条 
〔
略
〕 
 

 
 

 



 

七 

○ 

【
参
考
】
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
〔
第
一
条
関
係
〕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

修 

正 

後 

の 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
） 

第
二
十
一
条 
〔
略
〕 

２ 

農
業
を
営
む
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
、
最
初
に
育
成
者
権
者
、
専
用

利
用
権
者
又
は
通
常
利
用
権
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
登
録
品
種
、
登
録
品
種

と
特
性
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
及
び
登
録
品
種
に
係
る
前
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
品
種
（
以
下
「
登
録
品
種
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
種
苗

を
用
い
て
収
穫
物
を
得
、
そ
の
収
穫
物
を
自
己
の
農
業
経
営
に
お
い
て
有
機

農
業
に
お
け
る
生
産
の
方
法
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

更
に
種
苗
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
育
成
者
権
の
効
力
は
、
そ
の
更
に
用

い
た
種
苗
、
こ
れ
を
用
い
て
得
た
収
穫
物
及
び
そ
の
収
穫
物
に
係
る
加
工
品

に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
契
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 

（
育
成
者
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
） 

第
二
十
一
条 

〔
略
〕 

２ 

農
業
を
営
む
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
、
最
初
に
育
成
者
権
者
、
専
用

利
用
権
者
又
は
通
常
利
用
権
者
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
登
録
品
種
、
登
録
品
種

と
特
性
に
よ
り
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
品
種
及
び
登
録
品
種
に
係
る
前
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
品
種
（
以
下
「
登
録
品
種
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
種
苗

を
用
い
て
収
穫
物
を
得
、
そ
の
収
穫
物
を
自
己
の
農
業
経
営
に
お
い
て
更
に

種
苗
と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
育
成
者
権
の
効
力
は
、
そ
の
更
に
用
い
た

種
苗
、
こ
れ
を
用
い
て
得
た
収
穫
物
及
び
そ
の
収
穫
物
に
係
る
加
工
品
に
は

及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
契
約
で
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

 

３
・
４ 

〔
略
〕 

 
 

 
 



  

八 

○ 

【
参
考
】
農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
五
号
）
〔
第
二
条
関
係
〕 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

修 

正 

後 

の 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
農
業
資
材
事
業
に
係
る
事
業
環
境
の
整
備
） 

第
八
条 

国
は
、
良
質
か
つ
低
廉
な
農
業
資
材
の
供
給
を
実
現
す
る
上
で
必
要

な
事
業
環
境
の
整
備
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三 

〔
略
〕 

 

〔
削
る
〕 

 

（
農
業
資
材
事
業
に
係
る
事
業
環
境
の
整
備
） 

第
八
条 

国
は
、
良
質
か
つ
低
廉
な
農
業
資
材
の
供
給
を
実
現
す
る
上
で
必
要

な
事
業
環
境
の
整
備
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三 

〔
略
〕 

 

四 

種
子
そ
の
他
の
種
苗
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
が
行
う
技
術
開
発
及
び

新
品
種
の
育
成
そ
の
他
の
種
苗
の
生
産
及
び
供
給
を
促
進
す
る
と
と
も

に
、
独
立
行
政
法
人
の
試
験
研
究
機
関
及
び
都
道
府
県
が
有
す
る
種
苗
の

生
産
に
関
す
る
知
見
の
民
間
事
業
者
へ
の
提
供
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 
 

 


